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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第34期

第３四半期
連結累計期間

第35期
第３四半期
連結累計期間

第34期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年12月31日

自2021年４月１日
至2021年12月31日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （百万円） 131,147 122,007 202,122

経常利益 （百万円） 10,451 8,436 18,208

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 7,261 5,227 12,321

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 6,786 5,280 12,466

純資産額 （百万円） 68,115 62,129 73,795

総資産額 （百万円） 139,924 154,755 155,782

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 85.70 62.09 145.42

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） 85.50 62.01 145.09

自己資本比率 （％） 48.5 40.0 47.2

 

回次
第34期

第３四半期
連結会計期間

第35期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2020年10月１日
至2020年12月31日

自2021年10月１日
至2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 32.44 22.14

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につい

ては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）財政状態及び経営成績の状況

　第１四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以

下「収益認識会計基準」という。）等を適用しています。詳細については、「第４　経理の状況　１　四半期連結

財務諸表　注記事項（会計方針の変更）」をご参照ください。

 

①市場別の受注高・売上高・受注残高

　当第３四半期連結累計期間においては、通信事業者事業、パブリック事業及びパートナー事業を中心に受注が好

調に推移し、受注高は1,637億35百万円（前年同四半期比13.3％増）と第３四半期連結累計期間として過去最高とな

りました。

　その一方で、半導体不足に起因する機器仕入納期の長期化が継続しており、複数案件の売上時期が遅延したこと

で、売上高は1,220億７百万円（前年同四半期比7.0％減）となりました。これらの結果、受注残高は1,375億65百万

円（前年同四半期比28.7％増）となり、第３四半期連結会計期間末として過去最高となりました。

 

　市場別の内訳としては、エンタープライズ（ＥＮＴ）事業では、製造業では半導体不足による業績影響の不透明

さを背景に投資が控えられたことで、受注高が減少しました。金融業では第２四半期連結会計期間が投資時期の谷

間となりました。また、機器の納期長期化によって売上時期が遅延しました。

　受注高は342億40百万円（前年同四半期比16.7％減）、売上高は337億99百万円（前年同四半期比9.2％減）、受注

残高は297億88百万円（前年同四半期比1.9％減）となりました。

 

　通信事業者（ＳＰ）事業では、テレワーク等による通信量増加に対応した回線増強に向けて、機器納期の長期化

を見据えた前倒し発注が継続しました。また、MSP及び法人事業の支援は継続して堅調に推移しました。一方で、機

器納期の長期化によって売上時期が遅延しました。

　受注高は332億84百万円（前年同四半期比58.3％増）、売上高は273億41百万円（前年同四半期比8.3％増）、受注

残高は241億41百万円（前年同四半期比134.6％増）となりました。

 

　パブリック（ＰＵＢ）事業では、自治体情報セキュリティクラウド及びセキュリティ強靭化の受注が好調で、前

年度のGIGAスクール案件の受注剥落をカバーしました。売上高においては、機器納期の長期化によって売上時期が

遅延しました。

　受注高は573億24百万円（前年同四半期比1.8％増）、売上高は301億41百万円（前年同四半期比21.8％減）、受注

残高は669億64百万円（前年同四半期比19.6％増）となりました。

 

　パートナー事業（ネットワンパートナーズ株式会社）では、前年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

いた主要パートナーのビジネスが、全体的に回復基調になりました。また、第１四半期連結会計期間に約30億円の

５G案件を受注し、MSPビジネスも好調に推移しました。一方で、機器納期の長期化によって売上時期が遅延しまし

た。

　受注高は376億82百万円（前年同四半期比51.8％増）、売上高は295億27百万円（前年同四半期比2.1％増）、受注

残高は164億54百万円（前年同四半期比63.1％増）となりました。

 

　その他（グローバル事業等）では、受注高が12億４百万円、売上高が11億97百万円、受注残高が２億16百万円と

なりました。
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②商品群別の受注高・売上高・受注残高

　商品群別の内訳としては、機器商品群では、受注高は、通信事業者事業における前倒し発注及びパートナー事業

における５G案件を獲得し、前年同四半期比で増加しました。売上高は、各市場において機器の納期長期化による売

上時期の遅れがあり、前年同四半期比で減少しました。

　受注高は1,042億85百万円（前年同四半期比18.1％増）、売上高は639億67百万円（前年同四半期比14.8％減）、

受注残高は649億54百万円（前年同四半期比60.1％増）となりました。

 

　サービス商品群では、「統合サービス事業」によって、受注高・売上高・受注残高が前年同四半期比で増加しま

した。

　受注高は594億49百万円（前年同四半期比5.7％増）、売上高は580億40百万円（前年同四半期比3.5％増）、受注

残高は726億10百万円（前年同四半期比9.5％増）となりました。

 

③損益の状況

　サービス比率の増加によって売上総利益率は改善したものの、機器納期の長期化の影響で複数案件の売上時期が

遅延したことで、売上総利益は341億96百万円（前年同四半期比6.2％減）となりました。

　販売費及び一般管理費が259億35百万円となった結果、営業利益は82億61百万円（前年同四半期比30.1％減）、経

常利益は84億36百万円（前年同四半期比19.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は52億27百万円（前年同

四半期比28.0％減）となりました。

 

④資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は1,547億55百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億27百万円の

減少（0.7％減）となりました。

　資産の内訳は、流動資産が1,434億78百万円となり、前連結会計年度末に比べて９億96百万円の増加（0.7％増）

となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が304億34百万円、現金及び預金が109億80百万円減少

し、一方で、棚卸資産が合計で359億84百万円、未収消費税等及び未収入金の増加等により流動資産のその他が52

億24百万円増加したことによるものです。また、固定資産は112億76百万円となり、前連結会計年度末に比べて20

億24百万円の減少（15.2％減）となりました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は926億25百万円となり、前連結会計年度末に比べて106億38百万円の増

加（13.0％増）となりました。これは主に、未払法人税等が43億70百万円、賞与引当金が36億62百万円、買掛金が

20億70百万円減少し、一方で、短期借入金が180億円、前受金が52億71百万円増加したことによるものです。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は621億29百万円となり、前連結会計年度末に比べて116億66百万円の

減少（15.8％減）となりました。これは主に、自己株式が98億82百万円増加し、親会社株主に帰属する四半期純利

益52億27百万円の計上と配当金の支払い64億27百万円、収益認識会計基準等の適用に伴い利益剰余金の当期首残高

が６億38百万円減少したことにより利益剰余金が18億39百万円減少したことによるものです。

 

(2）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。
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(3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　前連結会計年度に掲げた対処すべき課題のうち「不正事案の再発防止」について、当第３四半期連結会計期間に

おける活動は以下のとおりです。なお、以下表における数字とアルファベットの組み合わせ（例：1.(2)-b/c/d）

は、再発防止策の詳細項目を示しております。この詳細項目につきましては、2021年５月13日付「再発防止策の追

加について」をご覧ください。

１．ガバナンスの改革と推進 ・牽制強化のためのチェックリストの全面的な運用（1.(2)-b/c/d）

２．リスク管理体制の強化

・リスク管理委員会へ全てのリスク情報が集約される体制を構築（2.

(2)-c）

・顕在化したリスクの社内開示を開始（2.(2)-d）

３．業務執行に係る体制及び社内体制の強化

・財務経理部によるチェック体制を整備、運用開始（3.(2)-b）

・財務経理部による案件単位での検証について、運用を開始（3.(3)-

a）

・原価付替防止のための原価管理に向けた原価管理に係るシステム面の

刷新・改善につき、運用開始（3.(3)-b）

４．監査体制の抜本的な見直し

・内部監査室のキャリアパス化に向けた方針検討完了、運用開始（4.

(2)-a）

・J-SOXに係るeラーニング形式の研修を開始（4.(3)-d）

５．従業員の声を集める仕組み （全ての施策の整備完了/モニタリング中）

６．組織文化の改革・形成
・人事ローテーション情報管理のためのシステム構築及びローテーショ

ンに関連する文書の改訂完了（6.(3)-a）

７．会計リテラシー教育及び過去不祥事から

の学び、啓蒙
（全ての施策の整備完了/モニタリング中）

８．モニタリング体制の継続 （全ての施策の整備完了/モニタリング中）

 

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、23億54百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 86,000,000 86,000,000
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 86,000,000 86,000,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2022年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 86,000,000 － 12,279 － 19,453

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2021年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,606,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 84,372,600 843,726 －

単元未満株式 普通株式 20,600 － －

発行済株式総数  86,000,000 － －

総株主の議決権  － 843,726 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,400株含まれております。また、「議

決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数44個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ネットワンシステムズ

株式会社

東京都千代田区丸の

内二丁目７番２号Ｊ

Ｐタワー

1,606,800 － 1,606,800 1.87

計 － 1,606,800 － 1,606,800 1.87

（注）当第３四半期会計期間において2021年９月６日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得、譲渡制限付株式報酬

としての自己株式の処分があったことにより、当第３四半期会計期間末現在の自己株式総数は3,880,065株、発行

済株式総数に対する所有株式数の割合は4.51％となっております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,429 21,448

受取手形及び売掛金 63,027 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 32,592

リース投資資産 14,305 13,804

商品 3,009 10,026

未着商品 585 1,083

未成工事支出金 13,970 42,442

貯蔵品 27 24

前払費用 13,691 15,395

その他 1,438 6,663

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 142,482 143,478

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 3,651 3,337

その他（純額） 853 1,137

有形固定資産合計 4,504 4,475

無形固定資産   

その他 1,467 990

無形固定資産合計 1,467 990

投資その他の資産   

投資有価証券 171 171

繰延税金資産 3,387 2,168

その他 3,794 3,469

貸倒引当金 △25 －

投資その他の資産合計 7,328 5,810

固定資産合計 13,300 11,276

資産合計 155,782 154,755
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,124 19,053

短期借入金 2 18,002

リース債務 6,677 7,996

未払金 2,303 1,655

未払法人税等 4,872 502

前受金 17,068 22,340

資産除去債務 172 －

賞与引当金 4,866 1,203

役員賞与引当金 34 43

その他 9,514 8,029

流動負債合計 66,637 78,827

固定負債   

リース債務 14,787 12,948

資産除去債務 522 809

その他 39 40

固定負債合計 15,350 13,798

負債合計 81,987 92,625

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,279 12,279

資本剰余金 19,536 19,591

利益剰余金 42,247 40,408

自己株式 △987 △10,870

株主資本合計 73,075 61,408

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

繰延ヘッジ損益 448 558

為替換算調整勘定 △10 △7

その他の包括利益累計額合計 438 551

新株予約権 222 168

非支配株主持分 60 －

純資産合計 73,795 62,129

負債純資産合計 155,782 154,755
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 131,147 122,007

売上原価 94,672 87,810

売上総利益 36,474 34,196

販売費及び一般管理費 24,655 25,935

営業利益 11,819 8,261

営業外収益   

受取利息 0 0

為替差益 82 －

関係会社業務受託収入 107 167

販売報奨金 74 16

団体保険配当金 18 56

その他 142 182

営業外収益合計 426 423

営業外費用   

支払利息 36 28

為替差損 － 79

自己株式取得費用 － 135

寄付金 1,341 －

特別調査費用等 301 －

その他 114 4

営業外費用合計 1,794 247

経常利益 10,451 8,436

特別損失   

固定資産除却損 3 23

減損損失 － ※ 577

特別損失合計 3 600

税金等調整前四半期純利益 10,447 7,835

法人税、住民税及び事業税 2,446 1,171

法人税等調整額 747 1,499

法人税等合計 3,194 2,671

四半期純利益 7,253 5,163

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △7 △63

親会社株主に帰属する四半期純利益 7,261 5,227

 

EDINET提出書類

ネットワンシステムズ株式会社(E04966)

四半期報告書

11/23



【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益 7,253 5,163

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 0

繰延ヘッジ損益 △459 110

為替換算調整勘定 △7 4

その他の包括利益合計 △466 116

四半期包括利益 6,786 5,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,797 5,341

非支配株主に係る四半期包括利益 △11 △61
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ

り、従来一部の販売において出荷時に収益を認識していましたが、検収時に収益を認識することといたしまし

た。また、案件全体を適正価格に按分して履行単位ごとの取引価格を算定し収益を認識することといたしまし

た。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに

従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認

識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契

約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第

１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、利益剰余金の当期首残高は638百万円減少しております。当第３四半期連結累計期間の損益に与え

る影響は軽微です。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度

について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企

業会計基準第12号　2020年３月31日）第28－15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間

に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表へ

の影響はありません。
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（追加情報）

（不正取引に関する事項）

　当社は、2020年３月期において、2014年12月以降、納品実体のない取引が繰り返し行われていたことを認識す

るに至りました。不正行為に関連した取引を取消処理したこと等により生じた債務5,553百万円を流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

　当該不正取引に関与した各社間での清算及び当社における法人税等の更正の請求等は完了しておらず、また各

社における損害の賠償等を求める訴訟が継続しているため、今後の状況によっては、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を与える可能性があり、また当該訴訟において当社に責任が認められた場合には、損害賠償債

務等の支払いに上記流動負債を充当する可能性があります。

　なお、当社は、みずほ東芝リース株式会社（以下「原告」）と日鉄ソリューションズ株式会社（以下「被

告」）との間の違約金請求事件について、2020年10月28日付で、被告より訴訟告知を受けました。訴訟告知書に

よると、当該違約金請求事件は、原告が被告に対して売買契約の解約違約金として10,926百万円及び遅延損害金

を請求するものであり、被告が当該違約金請求事件に敗訴した場合、当社元従業員による不正行為に関連した取

引に巻き込まれた結果として、当社に対し使用者責任に基づく損害賠償請求権を行使することになるとありま

す。当該違約金請求事件につき、当社は、2021年９月17日付で補助参加申出を行いました。

　また、2021年６月11日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第

20条第１項の規定に基づき、当社に対する81百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、その後、

2021年６月16日付で金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領しました。当社は、2021年６月23日付で当該

課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出し、2021年８月５日付で

金融庁長官より課徴金納付命令の決定を受け、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、2021年８月31日に課

徴金を国庫に納付いたしました。

 

（新型コロナウイルス感染症の影響）

　新型コロナウイルス感染拡大により、テレワーク案件が増加した一方、一部のプロジェクトに遅れが生じてい

ますが、当社グループの事業に対する影響は、現在のところ軽微であります。しかしながら、今後の事業に対す

る影響につきましては、注視していく必要があるものと考えております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　次の関係会社の特定仕入先からの債務に対し、保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2021年12月31日）

ネットワンパートナーズ株式会社 2,462百万円 4,529百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

※　減損損失

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失

東京都品川区 自社利用ソフトウエア ソフトウエア 459百万円

シンガポール グローバル事業用資産

建物、工具、器具及び

備品、ソフトウエア、

その他無形固定資産

117百万円

　当社グループは、国内でネットワーク関連事業の用に供している資産について、全ての資産が一体となって

キャッシュ・フローを生成していることから、全体で１つの資産グループとしております。ただし、在外子会

社のNet One Asia Pte. Ltd.及びその子会社によるグローバル事業については個別にグルーピングを行ってお

ります。

　当社が保有する自社利用ソフトウエアのうち、今後の使用が見込めないと判断した資産について、回収可能

価額を零として評価し、当該資産の帳簿価額459百万円を特別損失として計上しました。

　また、グローバル事業においては、過年度から営業赤字が継続しているため、Net One Asia Pte. Ltd.及び

その子会社が保有する固定資産のうち将来キャッシュ・フローが見込めないと判断した資産について、回収可

能価額を零として評価し、未償却残高117百万円を特別損失として計上しました。

 

　減損損失の内訳は、以下のとおりです。

　　①自社利用ソフトウエア

ソフトウエア 459百万円

 

　　②グローバル事業用資産

建物 16百万円

工具、器具及び備品 34百万円

ソフトウエア 0百万円

その他無形固定資産 65百万円

計 117百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

減価償却費 2,160百万円 1,818百万円

のれんの償却額 48 －

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月11日

定時株主総会
普通株式 2,033 24.00 2020年３月31日 2020年６月12日  利益剰余金

2020年10月27日

取締役会
普通株式 2,033 24.00 2020年９月30日 2020年11月20日  利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月23日

定時株主総会
普通株式 3,389 40.00 2021年３月31日 2021年６月24日  利益剰余金

2021年11月４日

取締役会
普通株式 3,038 36.00 2021年９月30日 2021年12月２日  利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、2021年９月６日開催の取締役会決議に基づき、自己株式2,732,700株の取得を行いました。この

取得等により、当第３四半期連結累計期間において自己株式が9,882百万円増加し、当第３四半期連結会計

期間末において自己株式が10,870百万円となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額 

ＥＮＴ
事業

ＳＰ
事業

ＰＵＢ
事業

パートナ
ー事業

計

売上高          

外部顧客への

売上高
37,232 25,245 38,539 28,906 129,924 1,223 131,147 － 131,147

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

7 3 6 12 29 35 64 △64 －

計 37,240 25,248 38,545 28,919 129,953 1,258 131,212 △64 131,147

セグメント利益

又は損失（△）
3,753 2,719 3,461 2,590 12,524 △66 12,458 △639 11,819

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グローバル事業等を含んでおり

ます。

　　　 ２.　セグメント利益又は損失（△）（営業利益）の調整額△639百万円には、各報告セグメントに配分していな

い全社費用△639百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であり

ます。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額 

ＥＮＴ
事業

ＳＰ
事業

ＰＵＢ
事業

パートナ
ー事業

計

売上高          

機器 13,115 15,322 10,759 23,894 63,092 874 63,967 － 63,967

サービス 20,683 12,018 19,381 5,632 57,716 323 58,040 － 58,040

顧客との契約か

ら生じる収益
32,927 27,322 29,774 29,526 119,551 1,197 120,749 － 120,749

その他の収益 871 18 366 1 1,258 － 1,258 － 1,258

外部顧客への売

上高
33,799 27,341 30,141 29,527 120,809 1,197 122,007 － 122,007

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 9 9 96 105 △105 －

計 33,799 27,341 30,141 29,537 120,818 1,294 122,113 △105 122,007

セグメント利益又

は損失（△）
2,817 2,612 760 2,688 8,878 △122 8,755 △494 8,261

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グローバル事業等を含んでおり

ます。

　　　 ２.　セグメント利益又は損失（△）（営業利益）の調整額△494百万円には、各報告セグメントに配分していな

い全社費用等△494百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。

　　　 ３.　その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益等であります。
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「その他」の事業セグメントにおいて、グローバル事業に係る固定資産の減損損失を計上しております。

当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において117百万円であります。

　各報告セグメントに配分していない全社資産において、自社利用ソフトウエアの減損損失を計上しており

ます。当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において459百万円であります。

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

（1）１株当たり四半期純利益 85.70円 62.09円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 7,261 5,227

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益（百万円）
7,261 5,227

普通株式の期中平均株式数（株） 84,732,366 84,190,836

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 85.50円 62.01円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（株） 188,766 108,888

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

2021年11月４日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

(イ) 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　3,038百万円

(ロ) １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　36円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　2021年12月２日

(注)2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

 

訴訟

　当社は、みずほ東芝リース株式会社（以下「原告」）と日鉄ソリューションズ株式会社（以下「被告」）との間

の違約金請求事件について、2020年10月28日付で、被告より訴訟告知を受けました。訴訟告知書によると、当該違

約金請求事件は、原告が被告に対して売買契約の解約違約金として10,926百万円及び遅延損害金を請求するもので

あり、被告が当該違約金請求事件に敗訴した場合、当社元従業員による不正行為に関連した取引に巻き込まれた結

果として、当社に対し使用者責任に基づく損害賠償請求権を行使することになるとあります。当該違約金請求事件

につき、当社は、2021年９月17日付で補助参加申出を行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年２月８日

ネットワンシステムズ株式会社

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 柴谷　哲朗　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 中村　憲一　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 横山　雄一　　印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているネットワンシス

テムズ株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日か

ら2021年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ネットワンシステムズ株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

強調事項

　追加情報（不正取引に関する事項）に記載されているとおり、会社は、2020年３月期において、過年度から納品実体の

ない取引が行われていたことが判明したため、不正行為に関連した取引を取消処理したこと等により生じた債務5,553百

万円を流動負債の「その他」に含めて計上しているが、当該不正取引に関与した各社間での訴訟が継続しており、各社間

での清算並びに法人税等の更正の請求等は完了していない。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
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その他の事項

　会社の2021年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間に係る

四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が

実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2021年２月９日付けで限定付結論を表明しており、ま

た、当該連結財務諸表に対して2021年６月24日付けで限定付適正意見を表明している。

　なお、限定付結論並びに限定付適正意見を表明した理由は、以下のとおりである。前々連結会計年度の第３四半期連結

累計期間の四半期連結財務諸表並びに前々連結会計年度の連結財務諸表に修正が必要かどうか判断することができず、

前々連結会計年度の第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明し、前々連結会計年度の連

結財務諸表について限定付適正意見を表明している。当該事項が前連結会計年度の第３四半期連結累計期間並びに前連結

会計年度の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、前連結会計年度の第３四半期連結累計期間の

四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明し、前連結会計年度の連結財務諸表について限定付適正意見を表明してい

る。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。
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利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 
　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

ネットワンシステムズ株式会社(E04966)

四半期報告書

23/23


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

